
令和 7 年 12 月 15 日 
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【行政相談とは】 

行政への苦情や意見、要望を受け、担当行政機関とは異なる立場から、その解決や実現

を促進するとともに、行政の制度や運営の改善に生かす仕組みです。 

 

【行政相談委員とは】 

総務大臣から委嘱された民間有識者（無報酬のボランティア）で、全国に約 5,000 人、

岡山県内に 107 人（令和 7 年 12 月 1 日現在）が配置されています。 

地域の身近な相談相手として、国の仕事などに関する苦情や相談を受け付け、相談者

への助言や関係機関に対する通知などを行っています。 
 
 
 
 
 

 
 

  

 ※ 則次 春賢 行政相談委員のプロフィールは、裏面をご覧ください。 

（お問合せ先） 

岡山行政監視行政相談センター 

行政監視行政相談課（岩﨑、白神） 

電 話：（０８６）２３１－４３２１ 

ＦＡＸ：（０８６）２２１－５６６１ 

E-mail：okaya30@soumu.go.jp 

 令和 7 年 11 月 3 日付け秋の叙勲において、備前市担当の行政相談委員 則次 春賢 氏

が、永年にわたる行政相談活動についての顕著な功績が認められ、瑞宝双光章を受章され

ました。勲章伝達式を下記のとおり開催しますので、お知らせします。 

令和 7 年秋の叙勲 

 則
のり

次
つぐ

 春
しゅん

賢
けん

 行政相談委員の勲章伝達式を開催します 

日時：令和 7 年 12 月 22 日（月）午後 2 時 30 分 

場所：備前市役所 3 階大会議室（備前市東片上 126 番地） 

※取材を希望される場合は、当センター（０８６－２３１－４３２１）まで必ず連絡ください。 



【則
のり
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つぐ

 春
しゅん
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けん

 行政相談委員のプロフィール】 
 

◆ 担当区域：備前市 

 

◆ 委嘱期間：22 年 8 か月（平成 15 年 4 月 1 日委嘱） 

 

◆ 行政相談委員としての活動状況： 

 ○ 行政相談の取扱件数 

   約 106 件（平成 15 年度～令和 6 年度） 

 

 ○ 定例行政相談所の開設 

   備前市が毎月 1 回、市役所本庁舎で開催する「なやみごと・行政・住宅相談」に、

年 6 回出席（則次行政相談委員を含む市内 2 名の行政相談委員が交替で出席） 

 

 ○ 主な相談事例 

・ 「JR 赤穂線の踏切に木の枝が被さっており、見通しが悪く、通行の支障になって

いるため、木の枝を伐採してほしい。」との相談を受けた。委員は、踏切の管理者で

ある JR 西日本に申出内容を通知し、対応を依頼したところ、当該踏切に被さってい

た木の枝が伐採され、相談者から大変感謝された。 

・ 「県道で合流地点の手前に引いている停止線がほぼ消えている。これにより、自動

車が停止せずに合流してくることが想定され、危険であるため、停止線を引き直して

ほしい。」との相談を受けた。委員は、道路管理者である岡山県の担当課に申出内容

を通知し、対応を依頼したところ、当該県道に停止線が引き直され、相談者から大変

感謝された。 

 

 ○ 普及啓発活動 

備前市内で開催されるイベント（備前市市民ふれあい福祉まつり）において、他の委

員と連携して、行政相談の広報用に作成した物品を配布するなどして、行政相談制度の

普及啓発に積極的に取り組んでいる。 

 

 ○ 行政相談委員団体の役員としての経歴 

   岡山県内の行政相談委員が所属する団体「岡山行政相談委員協議会」の理事として、

行政相談委員制度の普及・発展に尽力し、行政相談委員の相談対応能力の向上等に大

きく貢献している。 

  ・ 岡山行政相談委員協議会 理事  平成 23 年 5 月～令和 7 年 3 月 

 

 


